
通報者

理事
（総務担当）

学 長

各部局

被通報者

＜鳥取大学における公益通報に係る処理の流れ＞

※必要に応じて
常置委員会に依頼

又は
調査委員会を設置

調査しない

⑤ 調査

通報対象事実
（法令違反行為）無し

通報対象事実
（法令違反行為）有り

⑧是正
措置等

協力依頼

③調査実施要否
の決定

②受理通知
④調査実施の有無の通知

(20日以内）
⑦調査結果の通知
⑨是正結果の通知

⑥通報対象事実
（法令違反行為）の
有無の認定

②受理通知
④調査実施の有無の通知(20日以内）
⑦調査結果の通知
⑨是正結果の通知

①通報 ②報告
学外

通報窓口
法律事務所

監事

⑦調査結果の報告

⑩懲戒処分等

⑨是正結果の報告

④調査実施の報告

統括責任者

公益通報対応業務
従事者

公益通報対応業務
従事者

※通報事項に応じて公益通報対応業務
従事者を追加で書面により指定

⑪ 事後
措置

④調査実施の報告

⑦調査結果の報告

・役員
・職員
（派遣労働者等を
含む。）

・通報の日前
１年以内に
職員であった者

①通報 ②報告

＜通報対象事実があった場合＞

学内
通報窓口
総務企画課

公益通報対応業務
従事者


